
2022.2.10 

（決議）資料 3② 

 

 

女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則 新旧対照表（案） 

現 行 改 定（案） 備考 

１．プロ契約制度 １．プロ契約制度 
 

１－２ プロ選手 １－２ プロ選手  

① 本規則においてプロ選手とは、その所属クラブとの書面

による契約を有しており、当該選手のサッカー活動の対価

として当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受け

る者をいう。 

① 本規則においてプロ選手とは、その所属クラブとの書面

による契約（電子契約を含む）を有しており、当該選手の

サッカー活動の対価として当該選手が被る費用を実質的に

上回る支払いを受ける者をいう。 

電子的な契約

締結を可とす

ることを追記 

   

１－４ プロＣ契約 （[別紙]表－１及び図－１参照） １－４ プロＣ契約 （[別紙]表－１及び図－１参照）  

③ プロＣ契約の報酬 ③ プロＣ契約の報酬  

（３）クラブは、プロＣ選手に対して１－２⑧に定める権

利を与える契約を締結してはならない。 

（３）クラブは、プロＣ選手に対して１－２⑪に定める権

利を与える契約を締結してはならない。 

誤植訂正（番

号のズレ） 

   

１－６ 選手の登録数 （[別紙]表－１参照） １－６ 選手の登録数 （[別紙]表－１参照）  

③ 「２５名枠」の例外 ③ 「２５名枠」の例外  

（３）ケガ・疾病等 （３）ケガ・疾病等  

ケガ・疾病等により年度中の復帰が不能と認められ

た選手又は妊娠若しくは出産等のために年度中の活動

を中断した選手は、その年度は「２５名枠」の対象外

とする（ただし、医師の診断書等を必要とする）。 

ケガ・疾病等により年度中の復帰が不能と認められ

た選手は、その年度は「２５名枠」の対象外とするこ

とができる（ただし、医師の診断書等を必要とす

る）。この場合、当該選手の登録は速やかに抹消され

なければならず、年度内において再び登録することは

できない。 

適正化（書式

G記載の説明

を規則にも記

載） 

 （４）妊娠・出産等 

 

 

 

適正化

（（３）から

分離） 
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 妊娠・出産等のために年度中の活動を中断した選手

は、その年度は「２５名枠」の対象外とすることがで

きる。 

 

（４）期限付移籍の選手 （５）期限付移籍の選手  

期限付移籍の選手は、移籍先クラブでは「２５名

枠」の対象とし、移籍元クラブでは対象外とする。 

期限付移籍の選手は、移籍先クラブでは「２５名

枠」の対象とし、移籍元クラブでは対象外とする。 

 

（５）「２５名枠」の対象外となっているプロＡ選手が他

のクラブへ移籍する場合、移籍先クラブにおいては

「２５名枠」の対象となるものとする。 

（６）「２５名枠」の対象外となっているプロＡ選手が他

のクラブへ移籍する場合、移籍先クラブにおいては

「２５名枠」の対象となるものとする。 

 

（６）その他 （７）その他  

   

１－８ 契約更新（[別紙]図－２及び図－３参照） １－８ 契約更新（[別紙]図－２及び図－３参照）  

② クラブから選手への契約更新通知 ② クラブから選手への契約更新通知  

クラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する

意思及びその契約条件を「契約更新に関する通知書」（書

式Ａ）により、遅くとも以下の期日までに通知しなければ

ならない。 

クラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する

意思及びその契約条件を「契約更新に関する通知書」（書

式Ａ）により、遅くとも以下の期日までに通知しなければ

ならない。クラブは、その写しを所属リーグに提出しなけ

ればならない。 

適正化（書式

A記載の説明

を規則にも記

載） 

③ クラブと選手の契約交渉 ③ クラブと選手の契約交渉  

クラブは、上記②の通知後すみやかに選手との交渉の場

を設定し、以下の期日までに新たな契約の条件についての

交渉を終えなければならない。当該期日までに更新通知に

対する選手からの回答がなかった場合、選手は、契約更新

を承諾したものとみなされる。 

クラブは、上記②の通知後すみやかに選手との交渉の場

を設定し、以下の期日までに新たな契約の条件についての

交渉を終えなければならない。 

適正化（手続

きの明確化の

ため） 

   

⑤ 最終提示額証明書の発行 ⑤ 最終提示額証明書の発行  

クラブと選手との交渉が決裂し、契約を更新しないこと

が確定した場合、クラブは、当該選手に対し、交渉の場に

クラブと選手との交渉が決裂し、契約を更新しないこと

が確定した場合、クラブは、当該選手に対し、交渉の場に

適正化（書式

C記載の説明
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おいて最終的に提示した報酬額を明記した「最終提示額証

明書」（書式Ｃ）をただちに発行し、同書類を所属リーグ

に提出しなければならない。 

おいて最終的に提示した報酬額を明記した「最終提示額証

明書」（書式Ｃ）をただちに発行するとともに、その写し

を所属リーグに提出しなければならない。 

を規則にも記

載） 

   

１－９ 契約更新しない場合の手続き（[別紙]図－２及び図－

３ 参照） 

１－９ 契約更新しない場合の手続き（[別紙]図－２及び図－

３ 参照） 

 

① クラブから選手への通知 ① クラブから選手への通知  

クラブは、契約を更新しない場合は、選手に対し、１－

８②に定める期日までにその旨を「契約更新に関する通知

書」（書式Ａ）により通知しなければならない。 

クラブは、契約を更新しない場合は、選手に対し、１－

８②に定める期日までにその旨を「契約更新に関する通知

書」（書式Ａ）により通知しなければならない。クラブ

は、その写しを所属リーグに提出しなければならない。 

適正化（書式

A記載の説明

を規則にも記

載） 

   

２．登録 ２．登録 
 

２－１ 本協会への登録 ２－１ 本協会への登録  

③ 選手の登録区分 ③ 選手の登録区分  

（２）年度の初めにプロの選手として登録する場合、次の

書類を本協会に提出し、２－１④の申請料を支払う。 

（２）年度の初めにプロの選手として登録する場合、次の

書類を本協会に提出し、２－１④の申請料を支払う。 

 

イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号） イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号）  

ロ．選手契約書の写し（ＷＥクラブはＷＥリーグに提

出する。本協会はＷＥリーグからこれを受け取り、

保管する。） 

ロ．選手契約書の写し（ＷＥクラブはＷＥリーグに提

出する。本協会はいつでもこれを閲覧できる。） 

適正化（実態

に合わせた修

正） 

（３）年度の途中にアマチュアからプロに変更する場合、

次の書類を本協会に提出し、２－１④の申請料を支払

う。 

（３）年度の途中にアマチュアからプロに変更する場合、

次の書類を本協会に提出し、２－１④の申請料を支払

う。 

 

イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号） イ．「選手登録区分申請書」（書式第１号）  

ロ．選手契約書の写し（ＷＥクラブはＷＥリーグに提

出する。本協会はＷＥリーグからこれを受け取り、

ロ．選手契約書の写し（ＷＥクラブはＷＥリーグに提

出する。本協会はいつでもこれを閲覧できる。） 

適正化（実態

に合わせた修
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保管する。） 正） 

   

⑤ 登録年度（年度） ⑤ 登録年度（年度）  

（２）選手は、１つの登録年度において最大３つのチーム

に登録されることができる。この期間中、選手は、最

大２チーム（2020年度及び2021年度については新型コ

ロナウイルス感染症禍の例外として最大３チーム）の

ために公式試合に出場する資格を有する。 

（２）選手は、１つの登録年度において最大３つのチーム

に登録されることができる。この期間中、選手は、最

大２チームのために公式試合に出場する資格を有す

る。 

2022年度は例

外なしのため

削除 

  
 

３．国内移籍 ３．国内移籍 
 

３－２ 移籍補償金 ３－２ 移籍補償金  

④ 上記②の合意がなく当該移籍が行われた場合、違反当事

者は賠償金を支払わなければならない。当該賠償金の金額

は本協会が指定するしかるべき紛争処理機関によって決定

されるものとする。 

④ 上記②の合意がなく当該移籍が行われた場合、違反当事

者は賠償金を支払わなければならない。当該賠償金の金額

は本協会の規則に定めるしかるべき紛争処理機関によって

決定されるものとする。 

適正化 

   

３－３ 国内移籍の手続き ３－３ 国内移籍の手続き  

② 移籍の申請・承認 ② 移籍の申請・承認  

（４）年度途中にプロ選手が移籍する場合、移籍先クラブ

は、選手契約書の写しを本協会に提出する（ＷＥクラ

ブはＷＥリーグに提出する。本協会はＷＥリーグより

これを受け取り、保管する）。 

（４）年度途中にプロ選手が移籍する場合、移籍先クラブ

は、選手契約書の写しを本協会に提出する（ＷＥクラ

ブはＷＥリーグに提出する。本協会はいつでもこれを

閲覧できる）。 

適正化（実態

に合わせた修

正） 

（７）都道府県サッカー協会は毎週水曜日の１２：００ま

でにクラブから申請のあった移籍及び追加登録に対し

て、不備がないことを確認し、承認する。本協会は、

同週の金曜日に登録を承認し、移籍先クラブ及び所属

リーグへ通知する。 

（７）都道府県サッカー協会は毎週水曜日の１２：００ま

でにクラブから申請のあった移籍及び追加登録に対し

て、不備がないことを確認し、承認する。本協会は、

同週の金曜日に登録を承認し、移籍先クラブへ通知す

る。 

適正化（実態

に合わせた修

正） 
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５．国際移籍 ５．国際移籍 
 

５－１ 海外からの国際移籍の手続き ５－１ 海外からの国際移籍の手続き  

① 国際移籍証明書の発行 ① 国際移籍証明書の発行  

（１）移籍先クラブ（国内）は、当該国のサッカー協会に

「国際移籍証明書」を発行させるために、本協会に次

の書類を提出し、申請料（10,000円＋消費税）を支払

う。 

（１）移籍先クラブ（国内）は、当該国のサッカー協会に

「国際移籍証明書」を発行させるために、本協会に次

の書類を提出し、申請料（10,000円＋消費税）を支払

う。 

 

イ．「国際移籍証明書発行申請書」（書式第９号） イ．「国際移籍証明書発行申請書」（書式第９号）  

ロ．選手の経歴書 ロ．パスポート（旅券）の写し 適正化（実態

に合わせた修

正） 

ハ．選手契約書の写し ハ．選手契約書の写し  

（２）本協会は、当該国のサッカー協会に「国際移籍証明

書」発行依頼を打電する。 

（２）本協会は、当該国のサッカー協会に「国際移籍証明

書」発行を依頼する。 

適正化 

② 移籍の申請・承認 ② 移籍の申請・承認  

（１）移籍先クラブは、「継続登録申請」又は「追加登録

申請」を行い、次の書類を本協会に提出する。 

（１）移籍先クラブは、「継続登録申請」又は「追加登録

申請」を行い、次の書類を本協会に提出する。 

 

イ．「国際移籍選手登録申請書」（書式第６号） イ．「国際移籍選手登録申請書」（書式第６号）  

ロ．「国際移籍証明書」の写し ロ．「国際移籍証明書」の写し  

ハ．パスポートの写し ハ．パスポート（旅券）の写し 適正化 

ニ．在留カード（又は特別永住者証明書）若しくは住

民票の写し 

ニ．在留カード（又は特別永住者証明書）若しくは住

民票の写し（日本国籍を有する選手を除く） 

 

ホ．在留資格が識別できる査証の写し（日本国籍を有

する選手を除く） 

ホ．在留資格が識別できる査証の写し（日本国籍を有

する選手を除く） 
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５－２ 海外への国際移籍の手続き ５－２ 海外への国際移籍の手続き  

  国際移籍証明書の発行   国際移籍証明書の発行  

（２）本協会は、当該国のサッカー協会からの要請に基づ

いて、「国際移籍証明書」を当該国のサッカー協会へ

発行する。 

（２）本協会は、当該国のサッカー協会からの依頼に基づ

いて、「国際移籍証明書」を当該国のサッカー協会へ

発行する。 

適正化 

  
 

11．改正 11．改正 
 

 ２０２２年 ２月１０日   

 


